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九重版 新型コロナウイルス感染症に対する事業紹介新型コロナウイルス感染症に対する事業紹介

　新型コロナウイルス感染症対策に関する主な支援制度・事業などをお知らせします。
なお、掲載内容は７月１日現在の情報です。支援内容等が変更されている場合もあります
ので、最新情報は各ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。

地元を応援！

安全・安心のための対策として

第２弾！

公共施設等を安心してご利用いただくために
　●図書館の図書滅菌機器の導入
　●窓口での飛沫感染防止パネルの設置
　●飯田高原診療所の感染症対策
　●避難所の感染防止対策

子どもたちの安全のための対策として
●登下校時のスクールバスの過密状態解消のた
め、スクールバスを増便
●こども園や小中学校における室内（教室、体
育館等）を換気するための機器（壁掛け扇風
機やサーキュレーター等）を整備

その他にも
●町内の医療機関・高齢者施設へマスク等購入
に対する支援金
●中学校における高校受験対策学力向上事業

　などの対策・事業等を行っていきます。

※7月 1日現在の情報

●プレミアム付商品券事業
　第 1弾事業規模 1億 2千万円に加え、プレミアム付商品券の第 2弾として
　通常版  プレミアム率 20％　 飲食店限定版  プレミアム率 30％  を販売いたします。
　※現在準備中のため、詳細については決まり次第お知らせいたします。

●ふるさとクーポン事業
　❶九重町観光協会が新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを策定
　❷ガイドラインに沿った対応ができている施設にステッカーを配布
　❸ステッカーを貼った施設に宿泊される際に、1部屋につき、宿泊料
　　2,000 円を割引し、3,000 円相当のお土産クーポンを発行します

詳細は決まり次第、
　　お知らせします！

順次、感染防止対策を行っていきます。
（写真は避難所の感染防止対策として整備
　するパーテーション）

引き続き感染拡大防止にご協力ください

ソーシャル

ディスタンス

手指の消毒

マスク着用 換 気
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対象
個人・世帯向け支援

支援内容など お問い合わせ

すべての方

花き生産者

健康福祉課
☎76-3821

農林課
☎76-3804

住民課
☎76-3802

●特別定額給付金　国

●傷病手当金の支給　県・町

１人一律 10万円を給付。（お知らせを５ページに掲載しています）

感染して（また
は感染の疑いが
あり）仕事を休
んだ方

新型コロナウイ
ルスの影響で納
税が困難な方

国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている方で、新型コ
ロナウイルスに感染または感染の疑いがあり仕事を休んだ方へ、その療
養のため仕事を休んだ期間、傷病手当金を支給。
　詳しくは、広報ここのえ６月号10ページをご確認ください。 九重町HP▲

税務課
☎76-3803

九重町HP▲

九重町HP▲

九重町HP▲

大分県HP▲

対象
事業者向け支援

支援内容など お問い合わせ

●持続化給付金　国　
1ヵ月の売上が
前年同月比で
50％以上減少
している事業者

持続化給付金申請
サポート会場受付
専用ダイヤル
☎0120-835-130

大分県中小企業・
小規模事業者応援
金相談窓口
☎050-6865-7016

１ヵ月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者（商工業に
限らず、農業者なども含めた幅広い方が対象）の事業継続を支援。
　持続化給付金ホームページからオンラインでの申請が必要です。

●花き生産者作付支援事業補助金　町

持続化
給付金HP

▲

申請サポート ・会場：日田市総合体育館武道場
・事前予約は☎0570-077-866（午前 9時～午後 6時）
・必要書類等は持続化給付金HPでご確認ください

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼

▼
▼

●徴収猶予の特例制度　町
新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方、納期までに納税が困難
な方は申請により地方税の徴収の猶予を受けることができます。
　詳しくは、広報ここのえ６月号９ページをご確認ください。

花き生産者の作付け支援として、苗代等の経費を補助。
対象の花きは、カスミソウ、キク、バラ、鉢物等。詳しくは農林課ま
でお問い合わせください。

農業収入の
減少した農家

観光宿泊施設
事業者

中小企業・
小規模事業者

中小企業・
小規模事業者

中小企業・
小規模事業者

農林課
☎76-3804

●九重町新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補助金　町
農業収入の減少した農家に対するＪＡグループ大分が行う利子補給のう
ち、農家負担貸付利子分の補助に要する経費を補助。
　詳しくは農林課までお問い合わせください。

商工観光・自然環
境課☎76-3150

●九重町観光宿泊施設緊急支援金　町
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を特に受けた観光宿泊施設事業者
に対し、事業の継続を支援するため、部屋数に応じた支援金を交付。
申請期限：８月31日まで。

商工観光・自然環
境課☎76-3150

商工観光・自然環
境課☎76-3150

●九重町新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給金　町
新型コロナウイルス対策融資を受けた町内の中小企業・小規模事業者向
けに、利子補給制度を創設。
　詳しくは、商工観光・自然環境課までお問い合わせください。

●大分県中小企業・小規模事業者応援金給付事業　県
売上が減少しながらも事業の継続、雇用の維持や「新しい生活様式」の
実践等に取り組む県内の法人や個人事業者に応援金を給付。
新型コロナウイルス関連の県制度資金や日本政策金融公庫融資を受け
た方　給付額：法人30万円、個人事業者15万円
令和２年１月１日以降に創業した事業者のうち、小規模事業者持続化
補助金等の採択を受けた方　給付額：15万円

●九重町新型コロナウイルス感染防止対策助成金　町
店舗等において感染予防対策に要した経費に対して上限10万円助成。
　手袋やマスク等の経費（税抜き）に対して4/5を補助。

▼

ご紹介した事業・支援策のほか、国・県でこの他にも様々な事業・支援策が講じられています。




